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(57)【要約】
　本発明は、下まぶた処置装置であって、該装置の皮膚
処置領域８における固定された基準点Ｐを通る周期的な
第１の動きを実行することが可能な突出形状を持つ皮膚
処置構造３を有する、下まぶた処置装置１に関する。該
周期的な第１の動きは、０．５Ｈｚと３．０Ｈｚとの間
の周波数範囲内の周波数で基準点Ｐにおいて生じる。該
周期的な第１の動きは、該突出形状の局所的な突出方向
に対して横方向の基準点Ｐにおける単一の局所的な動き
方向において、０．００５ｍ／ｓｅｃと０．０５ｍ／ｓ
ｅｃとの間の速度範囲内の速度での、基準点Ｐを通る該
突出形状の局所的な動きである。このようにして、該装
置は、処置される人物の目の下のたるみの特定のマッサ
ージを提供する。該マッサージは、下まぶた領域５２の
皮膚に望ましくなく溜まった流体の、耳の近くのリンパ
節へのリンパ排液に帰着する。斯くして該装置は、目の
下のたるみの低減を信頼性高く且つ効果的に促進するた
めの、迅速で容易に使用可能な方法を提供する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下まぶた処置装置であって、前記装置は、
　前記装置を手で保持するための把持領域を有する外側面と、
　前記装置の皮膚処置領域において人間の皮膚を接触するための皮膚接触構造であって、
前記皮膚処置領域は、前記把持領域に対して固定された位置に基準点を持ち、前記皮膚処
置構造は、前記基準点に対して駆動的に可動である、皮膚処置構造と、
　電気エネルギー源及び／又は電気エネルギー供給接続部と、
　前記電気エネルギー源及び／又は前記電気エネルギー供給接続部に電気的に接続された
モータと、
　前記基準点に対する前記皮膚処置構造の駆動された動きを実現するための、前記皮膚処
置構造に接続された運動機構であって、前記モータが前記運動機構に駆動的に接続された
、運動機構と、
　前記駆動された動きに応じて前記皮膚処置構造を動かすよう、前記運動機構を駆動させ
るよう、前記モータを少なくとも制御するよう構成されたコントローラと、
を有し、
　前記皮膚処置構造の駆動された動きは、前記基準点を通る前記皮膚処置構造の突出形状
の周期的な第１の動きを有し、前記皮膚処置領域における前記突出形状は、前記基準点を
通る前記記突出形状の前記周期的な第１の動きの間少なくとも一時的に局所的な突出方向
に前記装置の外側へと局所的に突出し、前記周期的な第１の動きは、前記突出形状の局所
的な突出方向に対して横方向の前記基準点における単一の局所的な動き方向において前記
基準点を通る前記突出形状の局所的な動きであり、
　前記基準点を通る前記周期的な第１の動きは、０．５Ｈｚと３．０Ｈｚとの間の周波数
範囲内の周波数で前記基準点において生じ、
　前記基準点を通る前記突出形状の前記局所的な動きは、０．００５ｍ／ｓｅｃと０．０
５ｍ／ｓｅｃとの間の速度範囲内の、前記基準点における速度を持つ、下まぶた処置装置
。
【請求項２】
　前記基準点を通る前記周期的な第１の動きは、１．０Ｈｚと２．０Ｈｚとの間の周波数
範囲内の周波数において、前記基準点において生じる、請求項１に記載の下まぶた処置装
置。
【請求項３】
　前記基準点を通る前記突出形状の前記局所的な動きは、０．０１ｍ／ｓｅｃと０．０２
５ｍ／ｓｅｃとの間の速度範囲内の、前記基準点における速度を持つ、請求項１又は２に
記載の下まぶた処置装置。
【請求項４】
　前記装置における又は前記装置内の圧力を感知及び／又は測定するよう構成され用いら
れる圧力センサを更に有し、前記感知された及び／又は測定された圧力は、前記突出形状
と、前記装置の動作の間に前記突出形状が圧力をかける外部オブジェクトと、の間に生じ
る圧力を示すものである、請求項１乃至３のいずれか一項に記載の下まぶた処置装置。
【請求項５】
　前記装置における又は前記装置内の速度を感知及び／又は測定するよう構成され用いら
れる速度センサを更に有し、前記感知された及び／又は測定された速度は、前記突出形状
と、前記装置の動作の間に前記突出形状が圧力をかける外部オブジェクトと、の間に生じ
る相対速度を示すものである、請求項１乃至４のいずれか一項に記載の下まぶた処置装置
。
【請求項６】
　前記突出形状が、前記周期的な第１の動きの間に、前記皮膚処置領域において前記装置
の外側へと局所的に突出する、最大突出長は、０．００００５ｍと０．００５ｍとの間の
突出範囲内である、請求項乃至のいずれか一項に記載の下まぶた処置装置。
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【請求項７】
　前記皮膚処置構造は更に、前記周期的な第１の動きの間、前記突出形状が前記皮膚処置
領域において前記装置の外側へと局所的に突出する最大突出長を設定するスペーサを有し
、前記スペーサは、前記装置から脱着可能であり、及び／又は、前記最大突出長の種々の
値をユーザが設定することを可能とするため、前記装置の他の部分に対して種々の固定位
置に調節可能である、請求項１乃至６のいずれか一項に記載の下まぶた処置装置。
【請求項８】
　前記皮膚処置構造の前記駆動された動きは更に、前記周期的な第１の動きに加えて、前
記基準点に対する前記突出形状の往復的な第２の動きを有し、前記往復的な第２の動きは
、０．５Ｈｚと２００Ｈｚとの間の往復周波数範囲内の往復周波数を持ち、前記往復的な
第２の動きは、前記周期的な第１の動きと同時に及び／又は非同時に実行されることがで
きる、請求項１乃至７のいずれか一項に記載の下まぶた処置装置。
【請求項９】
　前記基準点を通る前記突出形状の前記周期的な第１の動きは、前記皮膚処置領域におけ
る前記突出形状の直線運動軌道の一部である、請求項１乃至８のいずれか一項に記載の下
まぶた処置装置。
【請求項１０】
　前記皮膚処置構造は、第１の回転の長軸のまわりに回転可能であり、前記第１の回転の
長軸のまわりに螺旋状に形成された少なくとも１つの隆線により形成される外側面を持つ
、第１のロールを有し、前記隆線が前記突出形状を形成し、従って、前記第１のロールが
、前記第１の回転の長軸のまわりに回転させられているときに、前記突出形状が、前記皮
膚処置領域における前記直線運動軌道を辿り、前記直線運動軌道は、前記第１の回転の長
軸に平行である、請求項９に記載の下まぶた処置装置。
【請求項１１】
　前記基準点を通る前記突出形状の前記周期的な第１の動きは、前記皮膚処置領域におけ
る前記突出形状の曲線運動軌道の一部である、請求項１乃至１０のいずれか一項に記載の
下まぶた処置装置。
【請求項１２】
　前記皮膚処置構造は、第２の回転の長軸のまわりに回転可能であり、前記第２の回転の
長軸に平行な隆線方向を持つ少なくとも１本の隆線により形成された外側面を持つ、第２
のロールを有し、前記隆線が前記突出形状を形成し、従って、前記第２のロールが、前記
第２の回転の長軸のまわりに回転させられているときに、前記突出形状が、前記皮膚処置
領域における前記曲線運動軌道を辿り、前記曲線運動軌道は、前記第２の回転のまわりに
延在する、請求項１１に記載の下まぶた処置装置。
【請求項１３】
　前記皮膚処置構造は、隣接する突出形状間が一定の距離となるよう連続的に配置された
複数の突出形状を有し、これにより、前記皮膚処置構造が前記駆動された動きに応じて動
かされたときに、前記突出形状が、前記基準点における前記単一の局所的な動き方向にお
いて前記基準点を通る前記局所的な動きを連続的に実行する、請求項１乃至１２のいずれ
か一項に記載の下まぶた処置装置。
【請求項１４】
　前記突出形状は、毛の分布により形成された、請求項１乃至１３のいずれか一項に記載
の下まぶた処置装置。
【請求項１５】
　下まぶたの外観を美化するための美容方法であって、請求項１乃至１４のいずれか一項
に記載の下まぶた処置装置が、処置する人間により手で保持され、同時に、前記装置の前
記皮膚処置構造の前記突出形状が、前記周期的な第１の動きを実行し、前記周期的な第１
の動きの間、前記突出形状が、前記処置する人間であっても良いし又は別の人間であって
も良い、処置されている人間の皮膚において、少なくとも前記皮膚の下まぶた領域におい
て圧力をかける、美容方法。
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【請求項１６】
　前記皮膚に圧力をかける前記突出形状の前記周期的な第１の動きと同時に、前記装置の
前記皮膚処置領域が、処置されている人間の下まぶた領域から処置されている人間の耳に
近いリンパ節に向かう方向に前記装置が動くように、処置する人間が手動で前記装置を動
かし、前記リンパ節は、リンパ排液に関して、対象の前記下まぶた領域に対応する、請求
項１５に記載の美容方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、下まぶた処置装置に関する。より詳細には、本発明は、人間の目の下に生じ
得るたるみを低減させるための、下まぶた処置装置に関する。本発明はまた、下まぶたの
外観を美しくするための美容方法であって、斯かる下まぶた処置装置の使用を有する方法
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　人間の目の下のたるみは、しばしば朝に見られる。この朝の腫れは、目の下のたるみの
過渡的な形態である。この腫れは、睡眠の間の流体の保持に関連する。睡眠不足及び／又
はアルコールの摂取及び／又は運動不足及び／又は塩分の多い食事のようなものに特徴付
けられる特定の生活様式が、しばしばこの種の目の下のたるみの外観を悪化させ得る。
【０００３】
　速度及び／又はたるみ低減の程度の点で、数あるなかでも下まぶたの皮膚の手による特
定のタイプのマッサージが、目の下のたるみの低減を促進させ得る。
【０００４】
　しかしながら、斯かる手によるマッサージを信頼性高く且つ効果的に行うことは、マッ
サージ手法の適切な知識を必要とし、非常に時間を要する。多くの人は、適切なマッサー
ジを行うための知識も時間も（特に朝の忙しい時間帯には）持たない。
【０００５】
　国際特許出願公開WO2010/149959A1は、まぶたをマッサージするための装置を開示して
いる。該装置は、回転可能なマッサージボビンと、該ボビンと熱的に連通した加熱器とを
有する。該ボビンは、該ボビンの凹状の外側面から延在する、複数のマッサージ要素を持
つ。使用時には、該ボビンがまぶたと接触させられ、該ボビンがまぶたを加熱し、打ちつ
け線に垂直にマッサージ力がまぶたにかけられるように回転し、打ちつけ線に向かうマッ
サージ動作が提供される。該マッサージ力は、まぶたの詰まった皮脂腺から物質を絞り出
すために利用される。該マッサージ要素は、該マッサージボビンの周縁部のまわりに延在
する連続的な細い螺旋状の隆線と、複数の変形可能な指型の突起の形をとる擦り要素とを
有する。
【０００６】
　仏国特許出願公開FR2947723A1は、まぶたをマッサージするためのマッサージ装置を開
示している。該装置は、ハンドル部と、該ハンドル部の遠位端に備えられた固定シャフト
により回転可能に担持されたマッサージヘッドとを有する。該マッサージヘッドは、複数
の突出部を有する。該装置が皮膚面の上に転がされると、該マッサージヘッドが該固定シ
ャフトのまわりに回転させられる。ハンドル部において振動源が備えられ、使用の間に該
マッサージヘッドの振動を生成する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明の目的は、速度及びたるみの低減の程度の点で、信頼性高く且つ効果的に目の下
のたるみの低減を促進するための、人間により迅速に且つ容易に用いられることができる
方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
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【０００８】
　この目的のため、本発明は、下まぶた処置装置であって、前記装置は、
  前記装置を手で保持するための把持領域を有する外側面と、
  前記装置の皮膚処置領域において人間の皮膚を接触するための皮膚接触構造であって、
前記皮膚処置領域は、前記把持領域に対して固定された位置に基準点を持ち、前記皮膚処
置構造は、前記基準点に対して駆動的に可動である、皮膚処置構造と、
  電気エネルギー源及び／又は電気エネルギー供給接続部と、
  前記電気エネルギー源及び／又は前記電気エネルギー供給接続部に電気的に接続された
モータと、
  前記基準点に対する前記皮膚処置構造の駆動された動きを実現するための、前記皮膚処
置構造に接続された運動機構であって、前記モータが前記運動機構に駆動的に接続された
、運動機構と、
  前記駆動された動きに応じて前記皮膚処置構造を動かすよう、前記運動機構を駆動させ
るよう、前記モータを少なくとも制御するよう構成されたコントローラと、
を有し、
  前記皮膚処置構造の駆動された動きは、前記基準点を通る前記皮膚処置構造の突出形状
の周期的な第１の動きを有し、前記皮膚処置領域における前記突出形状は、前記基準点を
通る前記記突出形状の前記周期的な第１の動きの間少なくとも一時的に局所的な突出方向
に前記装置の外側へと局所的に突出し、前記周期的な第１の動きは、前記突出形状の局所
的な突出方向に対して横方向の前記基準点における単一の局所的な動き方向において前記
基準点を通る前記突出形状の局所的な動きであり、
  前記基準点を通る前記周期的な第１の動きは、０．５Ｈｚと３．０Ｈｚとの間の周波数
範囲内の周波数で前記基準点において生じ、
  前記基準点を通る前記突出形状の前記局所的な動きは、０．００５ｍ／ｓｅｃと０．０
５ｍ／ｓｅｃとの間の速度範囲内の、前記基準点における速度を持つ、下まぶた処置装置
を提供する。
【０００９】
　本発明による装置は、該装置の皮膚処置領域において、該装置の皮膚処置構造が、人間
の顔の下まぶた領域に当たるような態様で、手で保持されることができる。この状態にお
いては、動作中の該装置は、下まぶた領域の皮膚において望ましくなく構築された流体（
リンパ排液）の輸送に帰着する、目の下のたるみに対する特定のマッサージ処置を提供す
ることが可能である。この流体の輸送は、人間の皮膚に圧力をかける、該装置の皮膚処置
構造の突出形状の、周期的な第１の動きによって引き起こされ、同時に、該突出形状は、
それぞれ前記周波数範囲及び前記速度範囲内の周波数及び速度で、該装置の皮膚処置領域
の基準点でみて、前記単一の局所的な動き方向において該基準位置を通って周期的に動く
。実際に、該突出形状により為される皮膚における各感触は、手によるマッサージを提供
している人間の指により為される皮膚における感触と同等である。該装置は好適には、前
記単一の局所的な動き方向が、処置されている人間の耳に近いリンパ節に向けて、対象の
下まぶた領域から延在する方向に幾分か対応するような向きに、皮膚に対して保持される
べきであり、ここで耳に近いリンパ節は、リンパ排液に関して、対象の下まぶた領域に対
応する。
【００１０】
　それ故、本発明による装置は、目の下のたるみの低減を信頼性高く且つ効果的に促進す
るための、迅速且つ容易に使用可能な方法を提供する。
【００１１】
　好適には、前記基準点を通る前記周期的な第１の動きは、１．０Ｈｚと２．０Ｈｚとの
間の周波数範囲内の周波数において、該基準点において生じる。
【００１２】
　好適には、本発明の上述した実施例のいずれかと組み合わせて、前記基準点を通る前記
突出形状の前記局所的な動きは、０．０１ｍ／ｓｅｃと０．０２５ｍ／ｓｅｃとの間の速
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度範囲内の、前記基準点における速度を持つ。
【００１３】
　本発明の上述した実施例のいずれかと組み合わせて利用され得る、本発明の他の好適な
実施例においては、該下まぶた処置装置は更に、前記装置における又は前記装置内の圧力
を感知及び／又は測定するよう構成され用いられる圧力センサを有し、ここで前記感知さ
れた及び／又は測定された圧力は、前記突出形状と、前記装置の動作の間に前記突出形状
が圧力をかける外部オブジェクトと、の間に生じる圧力を示すものである。斯かる圧力セ
ンサは、該装置による処置の間、皮膚にかけられる圧力を監視することを可能とする。目
の下のたるみの低減のためのマッサージ処置の間、皮膚にかけられる圧力は好適には、６
６７Ｐａと１００００Ｐａとの間（即ち約５ｍｍＨｇと約７５ｍｍＨｇとの間）の圧力範
囲内であり、より好適には４０００Ｐａと５３３３Ｐａとの間（即ち約３０ｍｍＨｇと約
４０ｍｍＨｇとの間）の圧力範囲内である。該装置は、前記感知された及び／又は測定さ
れた圧力に基づいて、考えられる好適な圧力範囲に比べて高すぎる及び／又は低すぎる圧
力がかけられている特定の状態について、ユーザに警告するよう構成されても良い。これ
に加えて、又は代替として、該装置は、前記感知された及び／又は測定された圧力に基づ
いて、種々の動作パラメータの１つ以上を該装置が自動的に調節するような、能動的フィ
ードバック構造を備えても良い。
【００１４】
　本発明の上述した実施例のいずれかと組み合わせて利用され得る、本発明の他の好適な
実施例においては、該下まぶた処置装置は更に、前記装置における又は前記装置内の速度
を感知及び／又は測定するよう構成され用いられる速度センサを有し、ここで前記感知さ
れた及び／又は測定された速度は、前記突出形状と、前記装置の動作の間に前記突出形状
が圧力をかける外部オブジェクトと、の間に生じる相対速度を示すものである。斯かる速
度センサは、前記突出形状と、前記装置の動作の間に前記突出形状が圧力をかける皮膚と
、の間に生じる相対速度を監視することを可能とする。該装置は、前記感知された及び／
又は測定された速度に基づいて、考えられる好適な圧力範囲に比べて高すぎる及び／又は
低すぎる速度が生じている特定の状態について、ユーザに警告するよう構成されても良い
。これに加えて、又は代替として、該装置は、前記感知された及び／又は測定された速度
に基づいて、種々の動作パラメータの１つ以上を該装置が自動的に調節するような、能動
的フィードバック構造を備えても良い。
【００１５】
　例えば、処置をする人物が、人間の皮膚の上で動作させられている該装置を手で動かす
状況においては、前記速度センサは、該装置の把持領域と人間の皮膚との間の相対速度を
感知及び／又は測定するよう構成されても良い。該装置の把持領域と人間の皮膚との間の
相対速度の斯かる感知及び／又は測定は、前記突出形状と人間の皮膚との間の相対速度の
示唆を得る形をとり、当該前記突出形状と人間の皮膚との間の相対速度は、一方では、該
把持領域と皮膚との間の当該感知及び／又は測定された相対速度と、他方では、前記基準
点又は把持領域に対する前記突出形状の既知の動作速度と、の重ねあわせである。
【００１６】
　本発明の上述した実施例のいずれかと組み合わせて利用され得る、本発明の他の好適な
実施例においては、前記突出形状が、前記周期的な第１の動きの間に、前記皮膚処置領域
において前記装置の外側へと局所的に突出する、最大突出長は、０．００００５ｍと０．
００５ｍとの間の突出範囲内である。
【００１７】
　本発明の上述した実施例のいずれかと組み合わせて利用され得る、本発明の他の好適な
実施例においては、前記皮膚処置構造は更に、前記周期的な第１の動きの間、前記突出形
状が前記皮膚処置領域において前記装置の外側へと局所的に突出する最大突出長を設定す
るスペーサを有し、前記スペーサは、前記装置から脱着可能であり、及び／又は、前記最
大突出長の種々の値をユーザが設定することを可能とするため、前記装置の他の部分に対
して種々の固定位置に調節可能である。斯かるスペーサは、該装置の突出形状により生成



(7) JP 2017-508539 A 2017.3.30

10

20

30

40

50

される、得られる皮膚感触深さに関して、容易性、信頼性及び柔軟性を提供する。
【００１８】
　本発明の上述した実施例のいずれかと組み合わせて利用され得る、本発明の他の好適な
実施例においては、前記皮膚処置構造の前記駆動された動きは更に、前記周期的な第１の
動きに加えて、前記基準点に対する前記突出形状の往復的な第２の動きを有し、前記往復
的な第２の動きは、０．５Ｈｚと２００Ｈｚとの間の往復周波数範囲内の往復周波数を持
ち、前記往復的な第２の動きは、前記周期的な第１の動きと同時に及び／又は非同時に実
行されても良い。該突出形状の斯かる往復的な第２の動きは、特にリンパ液及び血液の両
方の微小循環を更に改善することによって、流体の排出を更に改善する。
【００１９】
　本発明の上述した実施例のいずれかと組み合わせて利用され得る、本発明の他の好適な
実施例においては、前記基準点を通る前記突出形状の前記周期的な第１の動きは、前記皮
膚処置領域における前記突出形状の直線運動軌道の一部である。斯かる直線運動軌道は、
耳から目への幾分か直線状であるリンパ排液軌道に鑑みて好適である。
【００２０】
　好適には、前記皮膚処置構造は、第１の回転の長軸のまわりに回転可能であり、前記第
１の回転の長軸のまわりに螺旋状に形成された少なくとも１つの隆線により形成される外
側面を持つ、第１のロールを有し、前記隆線が前記突出形状を形成し、従って、前記第１
のロールが、前記第１の回転の長軸のまわりに回転させられているときに、前記突出形状
が、前記皮膚処置領域における前記直線運動軌道を辿り、前記直線運動軌道は、前記第１
の回転の長軸に平行である。斯かる螺旋状の形状の隆線を持つ第１のロールは、前記突出
形状が前記直線運動軌道に追従するための信頼性高く小型な手段を提供する。混乱を避け
るため、本好適な実施例においては、該ロールは、該直線運動軌道に沿って実際に動く皮
膚処置構造の特定の物質部分ではないことに留意されたい。結局のところ、皮膚処置構造
について言えば、当該皮膚処置構造（即ち第１のロール）が単に、第１の回転の長軸のま
わりに回転するということである。しかしながら、該皮膚処置構造の（視覚的な）突出形
状に関して言えば、隆線の螺旋形状が、該皮膚処置構造の単なる回転が、該第１の回転の
長軸に平行な方向における（視覚的な）突出形状の直線運動を含むことを確実にする。
【００２１】
　本発明の上述した実施例のいずれかと組み合わせて利用され得る、本発明の他の好適な
実施例においては、前記基準点を通る前記突出形状の前記周期的な第１の動きは、前記皮
膚処置領域における前記突出形状の曲線運動軌道の一部である。斯かる曲線運動軌道は、
種々の複雑ではない態様で実現され得るという利点を持つ。
【００２２】
　好適には、前記皮膚処置構造は、第２の回転の長軸のまわりに回転可能であり、前記第
２の回転の長軸に平行な隆線方向を持つ少なくとも１本の隆線により形成された外側面を
持つ、第２のロールを有し、前記隆線が前記突出形状を形成し、従って、前記第２のロー
ルが、前記第２の回転の長軸のまわりに回転させられているときに、前記突出形状が、前
記皮膚処置領域における前記曲線運動軌道を辿り、前記曲線運動軌道は、前記第２の回転
のまわりに延在する。少なくとも１本の斯かる隆線を持つ斯かる第２のロールは、曲線運
動軌道を実現する、非常に複雑ではない方法である。
【００２３】
　本発明の上述した実施例のいずれかと組み合わせて利用され得る、本発明の他の好適な
実施例においては、前記皮膚処置構造は、隣接する突出形状間が一定の距離となるよう連
続的に配置された複数の突出形状を有し、これにより、前記皮膚処置構造が前記駆動され
た動きに応じて動かされたときに、前記突出形状が、前記基準点における前記単一の局所
的な動き方向において前記基準点を通る前記局所的な動きを連続的に実行する。
【００２４】
　本発明の上述した実施例のいずれかと組み合わせて利用され得る、本発明の他の好適な
実施例においては、前記突出形状は、毛の分布により形成される。斯かる毛の分布は、洗
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浄手段でありながら、同時に柔らかいマッサージ効果を提供する。
【００２５】
　本発明はまた、下まぶたの外観を美化するための美容方法であって、上述した実施例の
うちの１つ以上による下まぶた処置装置が、処置する人間により手で保持され、同時に、
前記装置の前記皮膚処置構造の前記突出形状が、前記周期的な第１の動きを実行し、前記
周期的な第１の動きの間、前記突出形状が、前記処置する人間であっても良いし又は別の
人間であっても良い、処置されている人間の皮膚において、少なくとも前記皮膚の下まぶ
た領域において圧力をかける、美容方法において実施化され得る。
【００２６】
　本発明による美容方法の好適な実施例においては、前記皮膚に圧力をかける前記突出形
状の前記周期的な第１の動きと同時に、前記装置の前記皮膚処置領域が、処置されている
人間の下まぶた領域から処置されている人間の耳に近いリンパ節に向かう方向に前記装置
が動くように、処置する人間が手動で前記装置を動かし、前記リンパ節は、リンパ排液に
関して、対象の前記下まぶた領域に対応する。下まぶた領域から対応する耳に向けて該装
置の皮膚処置領域を（低速で）動かすことにより、処置している人間が更にリンパ排液を
刺激する。１回の処置セッションの間に、当該下まぶた領域から対応する耳に向けての（
低速な）動きを、ユーザが複数回実行しても良い。
【００２７】
　本発明の上述した態様及び他の態様は、単に限定するものではない例として以下に説明
された実施例及び添付図面における模式的な図を参照しながら説明され明らかとなるであ
ろう。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】人間の顔の左の下まぶた領域に装置の皮膚処置構造が置かれた、本発明による下
まぶた処置装置の第１の実施例を、斜視図で示す。
【図２（Ａ）】長手方向の或る位置における、人間の長手方向に対して横断方向にとられ
た図１の断面図の一部であって、皮膚処置構造が左の下まぶた領域に置かれ、図示された
断面部が該皮膚処置構造を含む図を示す。
【図２（Ｂ）】人間の左耳の近くのリンパ節が位置する長手方向位置における、人間の長
手方向に対して横断方向にとられた図１の別の断面図の別の部分であって、
【図３（Ａ）】図１の装置を、該装置を通る長手方向の断面図で示す。
【図３（Ｂ）】図３Ａにおける矢印IIIＢにより示される面に沿ってとられた横方向の断
面図で図１の装置を示す図であって、該面が矢印IIIＢの方向で見られた図を示す。
【図４】本発明による下まぶた処置装置の第２の実施例を、図３Ｂと同様に示す図であっ
て、該第２の実施例の皮膚処置構造が、図３Ａ及び３Ｂの実施例に加え更にスペーサを有
する実施例を示す。
【図５】本発明による下まぶた処置装置の第３の実施例を、図４と同様に示す図であって
、該第３の実施例の皮膚処置構造が、図４の実施例に加え更なるスペーサを有する実施例
を示す。
【図６（Ａ）】本発明による下まぶた処置装置の第４の実施例を、該装置を通る長手方向
の断面図で示す。
【図６（Ｂ）】図６Ａにおける矢印VIＢにより示される面に沿ってとられた横方向の断面
図で図６Ａの装置を示す図であって、該面が矢印VIＢの方向で見られた図を示す。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　図面の異なる図（図１乃至６Ｂ）を通じて同一の参照記号が使用されている場合は、こ
れら参照記号は同一の又は類似する部分又は態様を示すことに留意されたい。
【００３０】
　まず、本発明による下まぶた処置装置の上述した第１の実施例を示す、図１、２Ａ、２
Ｂ、３Ａ、３Ｂが参照される。参照番号１により示される当該下まぶた処置装置に基づき
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、図１乃至３Ｂは更に、本発明による方法の実施例を示す。
【００３１】
　図１は、右の下まぶた５１及び左の下まぶた５２を持つ、処置されている人物５０を示
す。図２Ａは、該人物の左の下まぶた５２を断面で示し、ここで参照番号５３、５４、５
５及び５６は、該人物の皮膚の、皮膚表面、角質層、表皮、表皮下をそれぞれ示す。表皮
下５６内には、リンパ液５７が存在する。図２Ａは更に、図２Ｂに示されるように人物５
０の左耳の近くに位置するリンパ節５９に接続する、リンパ管５８を示す。
【００３２】
　上述した装置１の把持領域及び皮膚処置構造は、それぞれ参照番号２及び３により示さ
れ、参照番号８（図３Ａ及び３Ｂ参照）は、上述した装置１の皮膚処置領域を示し、把持
領域２に対する固定位置である基準点Ｐが、図３Ｂに示されるように存在する。更に、図
３Ａに示されるように、上述した電気エネルギー源及び／又は電気エネルギー源接続部、
モータ、運動機構及びコントローラが、それぞれ参照番号４、５、６及び７により示され
る。
【００３３】
　図示された装置１はまた、基準点Ｐを通る前記突出形状の前記周期的な第１の動きが、
皮膚処置領域８における該突出形状の直線運動軌道の一部である、本発明の上述した好適
な実施例の一例である。より具体的には、図示された装置１は、本発明の上述した好適な
実施例の一例であり、ここで該皮膚処置構造が、第１の回転の長軸のまわりに回転可能で
あり、該第１の回転の長軸のまわりに螺旋状に形成された少なくとも１つの隆線により形
成される外側面を持つ、第１のロールを有し、斯くして、該第１のロールが該第１の回転
の長軸のまわりに回転させられたときに、該突出形状を形成する当該隆線、及び当該突出
形状が、該皮膚処置領域における前記直線運動軌道を辿る。図３Ｂにおいて、図示された
装置１について、該第１のロール、該第１の回転の長軸、及び該螺旋状に形成された隆線
により形成された該突出形状が、それぞれ参照番号２１、３１及び９により示されている
。運動機構６は、第１のロール２１に接続され、固定された基準点Ｐに対する、第１の回
転の長軸３１のまわりの第１のロール２１の回転を引き起こす。
【００３４】
　図示された装置１はまた、前記突出形状が毛の分布により形成された、本発明の上述し
た好適な実施例の一例である。図３Ｂ及び２Ａにおいて、これらの毛が参照番号１１によ
り示されている。実際に、図３Ｂ及び２Ａにおいて示されるように、第１のロール２１は
、これら毛１１とともに螺旋状の核体１０を有し、該毛は該核体１０に装着される。
【００３５】
　図２Ａ及び３Ｂにおいては、上述した突出形状９の単一の局所的な動き方向が、参照番
号１２により示されている。図２Ａは、皮膚の方向性のマッサージ処置を示し、ここでは
、突出形状９の単一の局所的な動き方向１２が、皮膚へのもたらし、流体５７がリンパ管
５８に入るようにし、続いてリンパ管５８を通る流体５７のリンパ排液を引き起こす。図
２Ａ及び２Ｂにおいて、排液方向は参照番号６０により示されている。皮膚処置領域８に
おける突出形状９の単一の局所的な動き方向１２の結果として、人物５０の左耳に向けた
、即ち図２Ｂに示されたリンパ節５９の方向に向けた、単一の方向で排液が生じる。
【００３６】
　装置１に関する幾つかの適切なデータの例は、以下の通りである。第１のロール２１は
、約１０ｍｍの全体の外径、及び約４０ｍｍの長さを持つ（第１の回転の長軸３１に沿っ
て測定した値）。図示された例においては、第１のロール２１は更に、約１０ｍｍのピッ
チを持つ、１つの螺旋状の隆線を持つ。図示された例においては、当該螺旋状の隆線は、
第１のロール２１の長さ全体に亘って延在するが、図３Ｂに示されるように、運動機構６
が第１のロール２１に接続されるようにし、それによって第１の回転の長軸３１のまわり
に該第１のロールを回転させるため、第１のロール２１の長さのおよそ中間部に中断部分
を持つことに、留意されたい。前記周期的な第１の動きの間に、螺旋状の突出形状９が、
皮膚処置領域８において装置１の外側へと局所的に突出する、最大突出長は、約３乃至４
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ｍｍである。典型的な動作状態においては、第１のロール２１の回転数は、約１Ｈｚであ
る。前記ピッチ及び該回転数から、前記単一の局所的な動き方向１２における基準点Ｐを
通る突出形状９の局所的な動きは、約１０ｍｍ／秒の速度で生じることが導出される。こ
の場合には、第１のロール２１は１つだけの螺旋状の隆線を持つため、上述した基準点Ｐ
を通る突出形状９の上述した周期的な第１の動きは、基準点Ｐにおいて、上述した第１の
ロール２１の回転数、即ち約１Ｈｚに等しい周波数で生じる。該第１のロールがｎ個の等
間隔の螺旋状の隆線（複数ブレードのスクリュープロペラと同様に）を持つ場合には、上
述した基準点Ｐを通る突出形状９の周期的な第１の動きは、基準点Ｐにおいて、第１のロ
ール２１の回転数のｎ倍のファクタである周波数で生じることとなることに、留意された
い。
【００３７】
　図１に示された矢印１４は、処置している人物が、所望される場合に、処置されている
人物５０の左の下まぶた５２から左耳の近くの節５９に向けて装置１を追加的に動かし得
る方向を示し、従って、該人物の皮膚に対する追加的な動き１４、即ち、該人物の皮膚に
対する単一の局所的な動き方向１２において、既に説明されたように、突出形状９の局所
的な動きに加えた動きを含む、方向を示す。
【００３８】
　図示された装置１はまた、該下まぶた処置装置が更に、該装置における又は該装置内の
圧力を感知及び／又は測定するよう構成された圧力センサを有し、該感知及び／又は測定
された圧力は、前記突出形状と、該突出形状が該装置の動作の間に圧力をかける外部のオ
ブジェクトと、の間に生じる圧力を示す、本発明の上述した好適な実施例の一例である。
図３Ａにおいては、当該圧力センサは、参照番号１５により示される。
【００３９】
　図示された装置１はまた、該下まぶた処置装置が更に、該装置における又は該装置内の
速度を感知及び／又は測定するよう構成された速度センサを有し、該感知及び／又は測定
された速度は、前記突出形状と、該突出形状が該装置の動作の間に圧力をかける外部のオ
ブジェクトと、の間に生じる相対速度を示す、本発明の上述した好適な実施例の一例であ
る。図３Ａにおいては、当該速度センサは、参照番号１６により示される。
【００４０】
　図３Ａは更に、該装置が、オン／オフボタン、選択ボタン、視覚的ディスプレイ等のよ
うな種々の要素を有しても良い、ユーザインタフェース１８を有することを示している。
例えば、該ユーザインタフェースは、図１及び３Ｂに示された突出形状の局所的な動き方
向１２（図１における左の下まぶた５２を処置するため）と、図１における右の下まぶた
５１を処置するための局所的な動き方向１２とは反対の局所的な動き方向と、の間をユー
ザが交番させることを可能とする、第１のロール２１の回転の方向を変更するためのスイ
ッチを有しても良い。
【００４１】
　ここで、本発明による下まぶた処置装置の上述した第２の実施例を示す、図４への参照
が為される。図４の当該装置１０１は、皮膚処置構造が更に、前記周期的な第１の動きの
間に、前記突出形状が皮膚処置領域において該装置の外側へと局所的に突出する最大突出
長を設定するスペーサを更に有する、本発明の上述した好適な実施例の一例である。図４
の例においては、該スペーサは、それぞれが第１のロール２１の２つの長手方向端部に横
断的に装着された、２つの円形ディスク１１７により形成される。図示された例において
は、２つの円形ディスク１１７は、第１のロール２１から取り外し可能である。
【００４２】
　ここで、本発明による下まぶた処置装置の上述した第３の実施例を示す、図５への参照
が為される。図５の当該装置２０１は、皮膚処置構造が更に、前記周期的な第１の動きの
間に、前記突出形状が皮膚処置領域において該装置の外側へと局所的に突出する最大突出
長を設定するスペーサを更に有する、本発明の上述した好適な実施例の一例である。図５
の例においては、該スペーサは、筐体要素２１７により形成される。図示された例におい
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ては、筐体要素２１７の位置は、図示された方向２１８において、第１のロール２１を含
む該装置の他の部分に対して異なる固定位置へと調節可能であり、これにより、当該最大
突出長の種々の値をユーザが設定することを可能とする。
【００４３】
　ここで、本発明による下まぶた処置装置の上述した第４の実施例を示す、図６Ａ及び６
Ｂへの参照が為される。図６Ａ及び６Ｂの装置３０１は、基準点Ｐを通る前記突出形状の
前記周期的な第１の動きが、皮膚処置領域における突出形状の曲線運動軌道の一部である
、本発明の上述した好適な実施例の一例である。より詳細には、図６Ａ及び６Ｂの装置３
０１は、該皮膚処置構造が第２のロールを有し、第２の回転の長軸のまわりに回転可能で
あり、前記第２の回転の長軸に平行な隆線方向を持つ少なくとも１本の隆線により形成さ
れた外側面を持つ、第２のロールを有し、前記隆線が前記突出形状を形成し、従って、前
記第２のロールが、前記第２の回転の長軸のまわりに回転させられているときに、前記突
出形状が、前記皮膚処置領域における前記曲線運動軌道を辿り、前記曲線運動軌道は、前
記第２の回転のまわりに延在する、本発明の上述した好適な実施例の一例である。
【００４４】
　図６Ａ及び６Ｂにおいては、図示された装置３０１について、該第２のロール、該第２
の回転の長軸、及び該突出形状が、それぞれ参照番号２２、３２及び９により示されてい
る。図６Ｂに示された、処置領域８における基準点Ｐは、把持領域２に対して固定位置で
ある。運動機構６は第２のロール２２に接続され、固定基準点Ｐに対して第２の回転の長
軸３２のまわりに該第２のロール２２を回転させる。
【００４５】
　図示された装置３０１はまた、突出形状９が毛の分布により形成される、本発明の上述
した好適な実施例の一例である。図６Ａ及び６Ｂにおいては、これらの毛は参照番号４１
により示される。実際には、図６Ａ及び６Ｂにおいて示されるように、第２のロール２２
は、螺旋状の核体４０に装着されたこれらの毛４１に加え、螺旋状の核体４０を有する。
図６Ｂにおいて、第２のロール２２は、星型の形状の外観を持ち、斯くして複数の等間隔
の突出形状９を形成する。従って、基準点Ｐを通る前記突出形状９の上述した周期的な第
１の動きは、図６Ｂのものと同様の断面図に含まれる突出形状９の数により乗算された、
第２の回転の長軸３２のまわりの第２のロール２２の回転運動の回転数に等しい周波数で
、基準点Ｐにおいて生じる。本実施例においては、基準点Ｐを通る各突出形状９の前記周
期的な第１の動きは、基準点Ｐにおける単一の局所的な動き方向１２における基準点Ｐを
通る突出形状９の局所的な動きであり、該動きは、回転する第２のロール２２の一部とし
て基準点Ｐにおける突出形状９の局所的な接線方向の動きに対応し、回転する第２のロー
ル２２の一部として基準点Ｐにおける突出形状９の局所的な接線方向の速度に等しい基準
点Ｐにおける速度を持つ。
【００４６】
　図示された装置３０１はまた、皮膚処置構造が更に、前記周期的な第１の動きの間に、
前記突出形状が、皮膚処置領域において該装置の外側へと局所的に突出する最大突出長を
設定するスペーサを有する、本発明の上述した好適な実施例の一例である。図６Ａ及び６
Ｂにおいては、該スペーサは、それぞれが第２のロール２２の２つの長手方向端部に横断
的に装着された、２つの円形のディスク３１７により形成される。図示された実施例にお
いては、２つの円形のディスク３１７は、第２のロール２２から取り外し可能である。当
該第４の実施例と関連して、前記最大突出長の種々の値をユーザが設定することを可能と
するための、該装置の他の部分に対する種々の固定位置へと調節可能な、選択可能なスペ
ーサも可能である。
【００４７】
　本発明は、以上の説明及び図面において詳細に記載され説明されたが、斯かる記載及び
説明は例示的なもの及び／又は説明的なものであって、限定的なものではないとみなされ
るべきであり、本発明は開示された実施例に限定されるものではない。
【００４８】
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　例えば、図示された実施例においては、突出形状９は、毛１１の分布により形成されて
いる。しかしながら、本発明によれば、斯かる毛の分布の代わりに、突出形状を形成する
他の種々の種類の構造を利用することも可能である。例えば、図示された螺旋状の第１の
ロール２１又は図示された星型の第２のロール２２において毛を適用する代わりに、該螺
旋状の第１のロール又は該星型の第２のロールは、該第１のロール又は第２のロールと一
体的に形成された突出形状を備えた、一体的な固体材料として形成されても良い。斯かる
材料は、弾力性のある材料（例えばゴム）であっても良いし、又は非弾力性の材料（例え
ば金属）であっても良い。
【００４９】
　更に、皮膚処置構造の皮膚処置領域が、対応する複数の異なって動く突出形状の対応す
る複数の異なる局所的な動き方向を持つ、複数の異なる皮膚処置領域を有する、本発明に
よる装置の実施例も可能である。斯かる実施例については、本発明による装置は、人間の
皮膚の左の下まぶた領域と右の下まぶた領域との同時の処置に適した、２つの斯かる皮膚
処置領域を有しても良いことに、留意されたい。斯かる装置は、２つの皮膚処置領域にお
いて同時に引き起こされた２つの局所的な動きの方向が、左の下まぶたから左の耳への排
液と、右の下まぶたから右の耳への排液とで、相互に反対となるように動作可能であって
も良い。
【００５０】
　図面、説明及び添付される請求項を読むことにより、請求される本発明を実施化する当
業者によって、開示された実施例に対する他の変形が理解され実行され得る。請求項にお
いて、「有する（comprising）」なる語は他の要素又はステップを除外するものではなく
、「１つの（a又はan）」なる不定冠詞は複数を除外するものではない。単一のプロセッ
サ又はその他のユニットが、請求項に列記された幾つかのアイテムの機能を実行しても良
い。明確さ及び簡潔な説明の目的のため、ここでは特徴が同一の又は別個の実施例の一部
として開示されたが、本発明の範囲は、開示された特徴の全て又は幾つかの組み合わせを
持つ実施例を含み得ることは、理解されるであろう。特定の手段が相互に異なる従属請求
項に列挙されているという単なる事実は、これら手段の組み合わせが有利に利用されるこ
とができないことを示すものではない。請求項におけるいずれの参照記号も、請求の範囲
を限定するものとして解釈されるべきではない。
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